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　直前の確認又は中間検査を受けた日以降において、申請に係る計画について建築基準法施行規則

第３条の２に該当する軽微な変更がありますので、当該変更の内容を下記の通り説明します。

　この説明書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

 注5 建築基準法規則第３条の２に規定される事項
　　 に該当しない変更を伴う場合は、計画変更確
　　 認申請が必要となります。

軽微な変更説明書

※ 受 付 欄 ※ 受 理 欄  注1 ※欄には記入しないで下さい。

 注2 軽微な変更説明書を作成した者が複数いる場
     合は、全ての者の氏名を記入して下さい。

　　　　年　　月　　日

変更された
設計図書の種類

申　請　者　氏　名

軽微な変更
説明書を作
成した者

事 務 所 名

資　　　 格

氏 　　　名

 注4 添付図書は変更内容が確認できるように朱書
　　 で明示をして下さい。

 注3 軽微な変更の概要は、変更前、変更後の内容
     がわかるように記入して下さい。

確認済証番号

建築物の名称

建 築 場 所

交付年月日

添付図書
建築基準法施行
規則該当条項

軽微な変更の概要


